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前
回
（
１
４
２
号
）
は
、
労
働
基
準
法
上
労
働

者
と
し
て
認
め
ら
れ
な
い
者
が
労
働
者
災
害
補
償

保
険
法
に
加
入
で
き
る
制
度
―
特
別
加
入
の
制
度

に
つ
い
て
、
３
つ
の
種
類
と
加
入
要
件
に
つ
い
て

ご
説
明
し
ま
し
た
。
今
回
は
特
別
加
入
者
が
受
け

ら
れ
る
労
災
保
険
給
付
と
特
別
加
入
者
の
保
険
料

額
に
つ
い
て
お
話
し
し
ま
し
ょ
う
。

　
特
別
加
入
制
度

●
特
別
加
入
者
の
労
災
保
険
給
付

　
療
養
（
補
償
）
給
付
、
休
業
（
補
償
）
給
付
、

障
害
（
補
償
）
給
付
、
遺
族
（
補
償
）
給
付
、
葬

祭
料
（
葬
祭
給
付
）
、
傷
病
（
補
償
）
年
金
、
介

護
（
補
償
）
給
付
に
つ
い
て
、
一
般
の
労
働
者
と

同
様
に
支
給
さ
れ
ま
す
。
但
し
、
特
別
給
与
を
算

定
基
礎
と
す
る
特
別
支
給
金
（
○
○
特
別
年
金
、

○
○
特
別
一
時
金
）
は
支
給
さ
れ
ま
せ
ん
。
ま
た
、

次
の
よ
う
に
業
務
上
外
の
認
定
、
通
勤
災
害
の
取

り
扱
い
な
ど
多
少
の
相
違
点
が
あ
り
ま
す
。

①
中
小
事
業
主
等

　
　
　
第
１
種
特
別
加
入
者

　
原
則
と
し
て
特
別
加
入
申
請
書
に
記
載
さ
れ
た

業
務
又
は
作
業
の
内
容
を
基
礎
と
し
て
、
厚
生
労

働
省
労
働
基
準
局
長
が
定
め
る
基
準
に
基
づ
い
て
、

業
務
上
外
の
認
定
が
な
さ
れ
ま
す
。
株
主
総
会
や

役
員
会
に
出
席
す
る
と
い
っ
た
事
業
主
本
来
の
業

務
遂
行
上
の
災
害
に
つ
い
て
は
、
保
険
給
付
の
対

象
か
ら
除
外
さ
れ
ま
す
。

②
一
人
親
方
等

　
　
　
第
２
種
特
別
加
入
者

　
作
業
に
直
接
附
帯
し
な
い
行
為
に
つ
い
て
は
業

務
外
と
な
り
ま
す
。
例
え
ば
、
建
設
業
の
一
人
親

方
が
自
宅
の
補
修
を
行
う
場
合
、
個
人
タ
ク
シ
ー

営
業
者
が
家
族
を
一
定
場
所
ま
で
送
る
行
為
、
銀

行
に
融
資
を
受
け
る
た
め
に
赴
く
行
為
な
ど
は
除

外
さ
れ
ま
す
。
ま
た
、
次
の
者
に
つ
い
て
は
、
住

居
と
就
労
の
場
所
と
の
間
の
往
復
の
実
態
が
不
明

確
な
の
で
、
通
勤
災
害
は
適
用
さ
れ
ま
せ
ん
。

（
１
）
自
動
車
を
使
用
し
て
行
う
旅
客
又
は
貨
物

の
運
送
の
事
業
を
行
う
者

（
２
）
漁
船
に
よ
る
水
産
動
植
物
の
採
捕
の
事
業

を
行
う
者

（
３
）
特
定
農
作
業
・
指
定
農
作
業
従
事
者

（
４
）
家
内
労
働
者
及
び
そ
の
補
助
者

③
海
外
派
遣
者

　
　
　
第
３
種
特
別
加
入
者

　
業
務
災
害
、
通
勤
災
害
と
も
国
内
の
一
般
労
働

者
に
準
じ
て
取
り
扱
わ
れ
ま
す
。

●
給
付
基
礎
日
額
と
保
険
料
額

　
一
般
労
働
者
に
つ
い
て
、
休
業
（
補
償
）
給
付
、

障
害
（
補
償
）
給
付
、
遺
族
（
補
償
）
給
付
な
ど

の
現
金
給
付
を
行
う
場
合
は
、
実
際
に
支
払
わ
れ

た
賃
金
総
額
か
ら
算
定
し
た
給
付
基
礎
日
額
に
よ

り
、
そ
の
額
を
決
定
し
ま
す
。
一
方
、
特
別
加
入

者
の
給
付
基
礎
日
額
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
加
入
時

に
２
０
０
０
０
円
〜
３
５
０
０
円
（
〜
２
０
０
０

円
）
の
な
か
か
ら
、
特
別
加
入
者
の
希
望
す
る
額

を
考
慮
し
て
所
轄
都
道
府
県
労
働
局
長
が
定
め
ま

す
。
保
険
料
額
に
つ
い
て
も
、
あ
ら
か
じ
め
定
め

ら
れ
た
給
付
基
礎
日
額
に
応
じ
た
保
険
料
算
定
基

礎
額
に
そ
れ
ぞ
れ
の
保
険
料
率
を
乗
じ
て
算
出
し

ま
す
。

① 

中
小
事
業
主
等

　
　
　
第
１
種
特
別
加
入
者
の
保
険
料

保
険
料
額

＝
保
険
料
算
定
基
礎
額

　
　
　
　
×
第
１
種
特
別
加
入
保
険
料
率

　
（
中
小
事
業
主
等
が
行
う
事
業
に
か
か
る

　
　
労
災
保
険
率
）

② 

一
人
親
方
等

　
　
　
第
２
種
特
別
加
入
者
の
保
険
料

　
　
　
保
険
料
額

　
　
　
＝
保
険
料
算
定
基
礎
額

　
　
　
　
　
　
　
×
第
２
種
特
別
加
入
保
険
料
率

　
　
　
　
（
最
高
千
分
の
51
〜
最
低
千
分
の
４
の

　
　
　
　
　
11
段
階
）

③ 

海
外
派
遣
者

　
　
　
第
３
種
特
別
加
入
者
の
保
険
料

　
　
　
保
険
料
額

　
　
　
＝
保
険
料
算
定
基
礎
額

　
　
　
　
　
　
　
×
千
分
の
５

第２種特別加入者のうち

家内労働者又は補助者に

のみ適用される。

２０,０００円
１８,０００円
１６,０００円
１４,０００円
１２,０００円
１０,０００円
９,０００円
８,０００円
７,０００円
６,０００円
５,０００円
４,０００円
３,５００円
３,０００円
２,５００円
２,０００円

７,３００,０００円
６,５７０,０００円
５,８４０,０００円
５,１１０,０００円
４,３８０,０００円
３,６５０,０００円
３,２８５,０００円
２,９２０,０００円
２,５５５,０００円
２,１９０,０００円
１,８２５,０００円
１,４６０,０００円
１,２７７,５００円
１,０９５,０００円
９１２,５００円
７３０,０００円

保険料算定基礎額給付基礎日額

※下記研修会を「第９回総会・夏季セミ
　ナー」（６月１２～１３日）に併せて
　同会場にて開催します！　　

■農業法人経営管理能力向上支援活動
　「第１回中央研修会」の開催について

　すでに総会のご案内FAX等でお知らせして
おりますが、上記事業にもとづく第１回中央
研修会を開催します。実践的で有益な研修会
です。皆様のご参加を何とぞよろしくお願い
します。

○日　　時：平成15年6月13日（金）
　　　　　　13：30～15：30
○場　　所：東京・浅草／浅草ビューホテル
　　　　　　（祥雲Ⅰの間）
○研修内容
（１）「農業法人の会計と税務について」
（２）農業法人決算書から見た経営上の課題

　　　講師：森　剛一氏（本協会顧問税理士）
　　　　　　渡辺喜代司氏（税理士）

■第９回総会・夏季セミナーの
　スケジュール

○６月１２日（木）
　13：30～14：50「第９回総会」
　15：00～17：00「農業法人シンポジウム」
　17：15～19：15「農業法人交流交歓会」
○６月１３日（金）
　  9：30～12：00「農業法人セミナー」
＊委任状を含め、みなさんの総会への参加を
　お待ちしております！

■会員の澤浦さんがテレビ出演

　澤浦彰治さん（ぐんま農業法人協会会長・グリ
ンリーフ（株）代表取締役社長）がニュース番組
に出演されます。番組では農業の現状や新し
い可能性などについて取り上げるそうです。
ぜひチャンネルを合わせてみてください。

　番組名：「世の中ガブッと」（テレビ東京系列）
　放送日時：５月２５日（日）18：30～19：00


